
清掃業務委託契約書（案） 

 

 

 社会福祉法人朝霞地区福祉会（以下「甲」という。）と ○○○○（以下「乙」と

いう。）とは、朝霞市特別養護老人ホーム朝光苑（所在地：埼玉県朝霞市青葉台１丁

目１０番３２号）（以下「朝光苑」という。)における清掃業務（以下「委託業務」と

いう。）の委託に関し、次のとおり契約を締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲は、委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。 

 

（契約期間） 

第２条 委託の期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

２  甲は、前項の規定にかかわらず、翌年度以降において、収入支出予算の当該契約

の金額について減額又は削除があった場合、当該契約を解除する場合がある。 

３ 前項に基づく解除又は変更により乙に損害が生じた場合、第１０条に定める期間

をもって当該契約を解除又は変更をした場合には、甲はその損害を賠償する責任を

負わないものとする。 

 

（契約保証金） 

第３条 契約保証金は、免除とする。 

 

（委託業務の実施方法） 

第４条 乙は、委託業務を本契約書附属の清掃業務委託仕様書等に定めるところによ

り実施するものとする。 

 

（器具等の使用） 

第５条 甲は、委託業務の実施上必要な施設及び器具、備品を、乙に無償で使用させ

るものとする。 

２ 乙は、前項により使用する施設及び器具、備品を、責任をもって良好に管理し、

使用しなければならない。 

 

（業務委託料及びその支払） 

第６条 業務委託料は次に掲げる金額とする。 

 

            委託金額      金            円 

               （消費税額及び地方消費税額        円を含む） 

 

    ただし、各会計年度における支払額は、次のとおりとする。 

 

          ・令和 ８年度  金         円 

               （消費税額及び地方消費税額         円を含む） 

          ・令和 ９年度  金         円 

               （消費税額及び地方消費税額          円を含む） 

     ・令和１０年度 金        円 



               （消費税額及び地方消費税額          円を含む） 

 

２ 前項の「消費税額及び地方消費税の額」は、業務委託料に１１０分の１０を乗じ

て得た額とする。なお、この契約の締結後、消費税法及び地方税法の改正等によっ

て消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、業務委託料に相当額を加減し

て支払う。 

２ 甲の乙に対する業務委託料の支払いについては、別紙のとおりとする。 

３ 乙は委託業務が完了した月の分を、該当月の翌月１０日までに請求書を甲に提出

するものとする。甲は、特別の事由がない限り、この請求書を受理・照合後、該当

月の翌月末日までに、所定の委託料を乙に支払うものとする。 

 

（監督員に従う責務） 

第７条 甲は、委託業務の履行監督を行う監督員を定め、職、氏名を乙に通知するも

のとする。 

２ 乙は、監督員の指示に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第８条 乙は、甲の承認を得ないで、この契約に係る権利又は義務を他人に譲渡し、

若しくは抵当に供し、又は引き受けさせてはならない。 

 

（委任又は下請負の禁止） 

第９条 乙は、甲の承認を得ないで、委託業務を第三者に委任し、又は請負わせては

ならない。 

 

（契約の変更・解除） 

第１０条 甲または乙が、やむを得ない事情により、契約期間の途中でこの契約の一

部を変更しようとするときは、双方、３ヶ月前までに相手方に申し入れて、協議す

ることとする。ただし、次の各号に該当した場合は、甲は、乙に弁明の機会を与え

た後、期間を定め、本契約を解除することができる。 

（１）乙がこの契約を履行しないとき。 

（２）乙が不正または違法の行為を行ない、甲が業務の遂行ができないと認めたとき。 

（３）銀行取引を停止されたとき。 

（４）乙が本契約に違反したとき。 

（５）乙が行政官庁の処分を受けたとき。 

（６）甲の弁明期日に乙またはその代理人が出席しなかったとき。 

２ 乙（乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号にお

いて同じ。）が次のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することがで

きる。 

（１）役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

あると認められるとき。 

（２）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると



認められるとき。 

（３）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると

き。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

（５）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

（６）再委託契約その他の契約（以下「再委託契約等」という。）に当たり、その相

手方が第１号から第５号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と

契約を締結したと認められるとき。 

（７）乙が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方

としていた場合（第６号に該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該再委

託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

３ 甲は、第２項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を

解除することができる。 

 

 （暴力団員等からの不当な要求の報告） 

第１１条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履

行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者（暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力

し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次

項において同じ。）から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本

部又は警察署への通報（次項において「報告等」という。）をしなければならない。 

２ 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員

又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置

を講じなければならない。 

 

（契約保証） 

第１２条 何らかの理由により、乙が履行できなくなった場合、甲乙協議の上、乙は

甲の業務に支障のないように措置するものとする。 

 

（損害賠償） 

第１３条 乙は、前条の規定による契約の解除により甲に損害が生じたとき又は、委

託業務の履行に関し自己の責に帰するべき事由により甲の管理する建造物、器物等

に損傷を与えたときは、直ちに原状回復を行うとともに、損害賠償が必要とされる

ときは、損害賠償を行わなければならない。 

 

（過怠金） 

第１４条 乙において契約の履行不実があったときには、甲は乙に対し委託料を支払

う際に、履行不実の程度に応じ、その事実の生じた月分の支払予定額の一部又は全

部の金額を過怠金として控除することができる。 

 

（個人情報の保護） 

第１５条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この委託契約による業務の実施



に当たっては、本契約書附属の個人情報取扱特記事項に従い、個人の権利利益を侵

害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない     

 

（乙の業務従事者の災害に対する措置） 

第１６条 乙は、委託業務の履行に関し生じた乙の委託業務従事者の災害については、

責任をもって措置するものとし、甲の責に帰すべき事由により生じた災害を除き甲

は何ら責任を負わない。 

 

（乙の法令上の責任） 

第１７条 乙は、委託業務従事者に関して、労働基準法等労務関係法令上発生する一

切の責任を負わなければならない。 

 

（定めのない事項） 

第１８条 この契約に定めのない事項については、甲、乙誠意をもって協議し、決定

するものとする。 

 

 

  この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、それぞ

れ１通を所持する。 

 

 

 令和８年４月１日 

 

                  甲（委託者） 埼玉県志木市下宗岡１丁目２３番１号 
                                                                      
                              社会福祉法人朝霞地区福祉会             
                                                                    
                               理 事 長  黒 澤 隆 久 

 

 

                  乙（受託者）  

 

 

 

 

 

  



                                         別紙 

業務委託料の支払分割表 
 
 

 

 

委託料 

（税抜） 

消費税及び地方消費税 

（１０％） 

計 

（税込） 

 

 

 

令 

和 

８ 

年 

度 

 

 

 

 

 令和８年   ４月 

 令和８年   ５月 

 令和８年   ６月 

 令和８年   ７月 

 令和８年   ８月 

 令和８年   ９月 

 令和８年 １０月 

 令和８年 １１月 

 令和８年 １２月 

 令和９年   １月 

 令和９年   ２月 

 令和９年    ３月 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

          円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

                  円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

                  円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

小           計          円           円          円 

 

 

委託料 

（税抜） 

消費税及び地方消費税 

（１０％） 

計 

（税込） 

 

 

 

令 

和 

９ 

年 

度 

 

 

 

 

 令和９年    ４月 

 令和９年    ５月 

 令和９年    ６月 

 令和９年    ７月 

 令和９年    ８月 

 令和９年    ９月 

 令和９年  １０月 

 令和９年  １１月 

 令和９年  １２月 

 令和１０年  １月 

令和１０年  ２月 

 令和１０年  ３月 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

          円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

          円 

                  円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

          円 

                  円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

小           計          円           円          円 

 

 

委託料 

（税抜） 

消費税及び地方消費税 

（１０％） 

計 

（税込） 

 

 

 

令 

和 

10 

年 

度 

 

 

 

 

 令和１０年  ４月 

 令和１０年  ５月 

 令和１０年  ６月 

 令和１０年  ７月 

 令和１０年  ８月 

 令和１０年  ９月 

 令和１０年１０月 

 令和１０年１１月 

 令和１０年１２月 

 令和１０年  １月 

 令和１０年  ２月 

 令和１０年  ３月 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

          円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

         円 

                  円 

                  円 

         円 

         円 

                  円 

         円 

             円 

                  円 

         円 

                  円 

小           計          円           円          円 

合           計          円           円          円 

 


